
eMAFF申請マニュアル
エコ畜事業

参加申込

（直接申請の場合）

令和５年６月（Ver１）

肉用牛経営者
専用

令和５年度



申請画面の流れ

申請内容

➢申請者の情報

・経営情報

・牛個体識別管理者

情報

作付状況

Step1

➢作付情報

・自己所有地

・契約栽培地

実施計画

Step2

➢取組内容

・取組：温室効果ガス

排出削減

実施計画

Step3

➢取組内容

・取組：有機飼料の

生産

確認

Step4

eMAFFにログイン

エコ畜事業の手続を選択

申請フォームに入力

参加申込

審査結果を確認

審査結果通知
が届いたら

３ページ
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４～５ページ

本マニュアルのページ

６～１８ページ

２０～２７ページ ２９～４０ページ ４１～４３ページ ４４～４５ページ

４６～５０ページ

よくあるエラー
５１～５３ページ

困った時
５４～５５ページ



eMAFFログイン・手続の選択
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①eＭＡＦＦログイン（gBizIDでログインする場合URL：https://e.maff.go.jp/）

下にスクロールする。

https://e.maff.go.jp/


②「制度・手続名」に「エコ畜事業」と入力し検索。
③リストから「【エコ畜事業】直接申請ｰ①参加申込＿BCD（温室効果ガスの排出削減）」を選び、
「新規」のボタンをクリックする。

クリック

申請画面が表示される

③
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eMAFFログイン・手続の選択



1. 必ず全てのタブを順に確認してください。
（タブは画面の最上部に表示されるので、次のタブに移動する際には画面最上部
に戻ってください）

2.「必須」項目は、必ず入力してください。
3.  必要事項が全て入力されていない場合は「参加申込」できません。

入力を中断する場合は、「一時保存」をしてください。
（一時保存前に「戻る」ボタンを押すと入力した内容が全て消失します）

4. 申請した内容は、申請一覧からいつでも確認可能です。
必要な場合は申請内容を印刷して保管してください（参照：49ページ ）。

注意事項

タブ
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直接申請



申請内容

・申請情報
１．事業への参加に関する確認
２．個人情報の取扱いに関する同意
３．参加情報
４．経営者組織（グループ）で参加
５．関連法令の遵守状況の確認
６．農家マスタ情報
７．飼養頭数
８．取組選択
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･･･ 7ページ
･･･ 8ページ
･･･ 9ページ
･･･ 10 ページ
･･･ 12ページ
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直接申請



2023/○○/○○（申請日）

○○農政局

農政局名（部分検索可）を入力して検索

申請情報を入力する。

申請内容
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地方



１.事業への参加に係る確認の内容を確認し「同意する」にチェックする。
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申請内容

確認事項を保存
したい場合に
ダウンロード



２.個人情報の取扱いに関する同意確認の内容を確認し、「同意する」にチェックする。
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同意事項を保存
したい場合に
ダウンロード

申請内容

New



３．参加情報について、該当するものを選択する。

リストから選択

申請内容
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選択不要

New

選択不要

肉用牛経営



（３）経営分類、（４）構成員について、該当するものを選択する。

個人、法人、集団 で該当するものを選択

「個人」の場合は
選択不要

申請内容
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４．経営者組織（グループ）で参加について、
「法人」又は「集団」で構成員がいる場合は記入する。

組織名を記入

構成員に、「酪農経営者」及び「肉用牛経営者」の両方が含まれる場合は、
「酪農経営者組織」を選択。

12

申請内容

「個人」や「構成員無し」の場合は不要

（１）～（５）は、全ての構成員で同じ内容を入力していください



５．関連法令の遵守状況の確認について、該当するものを選択する。

13全ての関連法令等の遵守状況を選択できない場合は、参加申込できません

申請内容

New

前年度までに改善措置を
終了していることが確認
できる書類や記録を保管

・令和５年度から「環境と調和のとれた農業生産活
動規範」から「みどりのチェックシート」へ変更

・「みどりのチェックシート解説書」を参照し、
点検を実施する。



５．関連法令の遵守状況の確認について、該当するものを選択する。
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全ての関連法令等の遵守状況を選択できない場合は、参加申込できません

申請内容

New

配合飼料価格安定安定制度の
安定的な運営の確保のため、
令和５年度から要件に追加

いずれかに該当すること



６．農家マスタ情報（牛個体識別番号）」について、情報を入力する。

①直接入力する
または

②編集をクリックしてポップアップ画面で入力する

行毎に「保存」を行っていない場合、
申請時にエラーとなるので注意

①

②

申請内容
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７．飼養頭数については、入力不要。
（個体識別管理者情報を元に、家畜改良センターから入手した情報を地方農政局が入力。）
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申請内容

入力不要
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申請内容

New

該当するものを選択

＜取組転換ルールとは＞
●３年間継続して同じ２つの取組を実施している場合は、４年目は２つの取組のうち１つを別の取
組に転換すること。（令和４年度から実施した取組から適用）
●過去に実施した取組を再度実施することはできない。
●一つの取組の実施期間は最大６年間。

例：放牧の実施 例：農薬使用量の削減



乳牛

肉牛 肉用牛経営者は、
４つの取組から２つを選択

酪農経営者は、
８つの取組から２つを選択
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申請内容



閲覧設定は不要

取組
「温室効果ガスの削減」

取組
「有機飼料の生産」

又は

（参考）同時に申請できる取組は１つ

１

※
ただし、取組「温室効果ガスの削減」
と取組「有機飼料の生産」で作付地が
異なる場合は、両方の取組を申請する
ことが可能。

※
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申請内容

取組Ｄは、乳用牛のメニューなので選
択しない



９．飼料の作付情報
自己所有地
契約栽培地

作付情報(Step1)
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･･･ 21ページ
･･･ 22ページ
･･･ 25ページ
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作付情報(Step1)
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ア）自己所有地等における飼料作物の作付状況（取組共通）
（取組「温室効果ガスの削減」、「有機飼料の生産」、「脂肪酸カルシウムの給与」）
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作付情報(Step1)

入力や修正した後に保存が必要。
保存を忘れると申請時にエラーとなる
ので注意

有機飼料の取組を行う作付地
は、「有機」を選択



作付情報(Step1)

①表の枠内に直接入力する、又は、②編集ボタンを押してポップアップ画面を表示して入力する。

①ここに直接入力

②ポップアップ画面を表示して入力
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デントコーン等

⑩確認書類で「その他」を選択した場合や
補足がある場合に使用

2作目がない場合は、「２作目なし」を選択

クリック

有機飼料でない場合は、「ー」を選択



作付情報(Step1)

自己所有地の面積が自動計算されるため、間違いないか確認する。

①自己所有地等の面積：土地の面積（2作目の面積を含まない）
②自己所有地等の２作目面積：二期作や裏作の面積。基準面積に算入されます。
③自己所有地等作付延べ面積（①＋②）：取組B（肥料削減、不耕起栽培、消化液の利用等）で利用

① ②

③
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作付情報(Step1)

契約栽培がない場合は、
1行目だけこの作業を

行う

有機飼料の取組を行う作付地
は「有機」を選択

契約栽培地の情報を入力した行は、
全てこの作業を行う

契約書有り
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イ）契約栽培地における飼料作物の作付状況（取組共通）
（取組「温室効果ガスの削減」、「有機飼料の生産」、「脂肪酸カルシウムの給与」）
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作付情報(Step1)

例：契約栽培をしない場合

②以降の項目は入力しない

リストから
選択
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作付情報(Step1)

例：契約栽培をする場合

耕種農家等の契約相手に
確認して入力すること

「有機飼料の生産」に取り組む場合
は「有機」を選択



作付情報(Step1)

契約栽培地の面積が自動計算されるため、間違いないか確認する。

「作付土地の面積」及び「飼料作物作付延べ面積」が自動計算されるため、間違いないか確認する。

①自己所有地等の面積（例：1,460アール）
＋④契約栽培地の面積（例：60アール）

④ ⑤

③自己所有地等の作付延べ面積（例：1,580アール）
＋④契約栽培地の面積（例：60アール）
＋⑤契約栽培２作目面積（例：０アール）

基準面積の確認に利用
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